
 平成２１年 第１３回宇都宮市教育委員会会議録 

 

１ 日時    平成２１年９月１８日（金） 開始時刻 午後５時００分 

２ 場所    宇都宮市教育センターコミュニティホール 

３ 出席委員  藤原委員長，石井委員，大場委員，大矢委員，伊藤教育長 

４ 説明員   岡本教育次長，鈴木教育監，吉川家庭教育支援担当参事 

水越学校支援担当副参事兼学校教育課長 

篠塚教育企画課長，森岡教育企画課総務担当主幹 

浪花教育企画課教育制度担当主幹，伊沢学校管理課長 

片桐学校健康課長，鈴木生涯学習課長，山口生涯学習課図書館担当主幹 

森山文化課長，荒川スポ―ツ振興課長，矢田部教育センター所長 

５ 書記    箕輪総務担当副主幹，小関教育企画課長補佐，松崎係長，猪瀬係長 

赤羽主任主事 

６ 議題 

（1）審議事項 

議案第３６号 宇都宮市立小中学校の通学区域に関する規則の一部改正について 

同 第３７号 「宮っこ，食べっこ，元気っこプラン～宇都宮市学校教育食育推進行

動計画～」の策定について 

（2）報告事項 

報告第５６号 教育行政相談の内容と対応について 

同 第５７号 平成２１年９月議会一般質問の概要について 

同 第５８号 新型インフルエンザに対する学校等の対応状況について 

同 第５９号 小規模特認校（城山西小学校・清原北小学校）について 

同 第６０号 学校応援基金について 

同 第６１号 第４回うつのみや食育フェアについて 

同 第６２号 日独スポーツ少年団交流事業について 

同 第６３号 横川スポーツクラブの設立について 

(3) その他 

①平成２１年度第１回宇都宮市図書館協議会の結果について 

②平成２１年度第１回宇都宮市視聴覚ライブラリー運営委員会の結果について 

③第９回宇都宮エスペール賞について 

 

７ 議事の内容 

委員長 

 

委員長 

委員長 

 

 

ただいまから，平成２１年第１３回宇都宮市教育委員会を開会しま

す。 

 会議録署名委員の指名 石井委員，大矢委員 

 前回の第１２回教育委員会の会議録について，御意見などあります

か。 

（特になし，全員了承） 
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委員長 

委員長 

 

 

 

委員長 

委員長 

 

 

委員長 

委員長 

 

教育企画課長 

 

 

 

委員長 

委員長 

委員長 

 

委員長 

 

学校健康課長 

 

 

 

委員長 

委員長 

 

 

 

大矢委員 

 

 

 

 

 

 

学校健康課 

 

会議録を承認します。 

 次に，本日の案件のうち， 

報告第５６号「教育行政相談の内容と対応について」は， 

意思形成過程のもの及び個人情報に関する内容のものが含まれま

すので非公開としてよろしいか。（全員賛成） 

全員賛成ですので非公開とします。 

 これらの案件については，３の「その他」の案件が終了したあとに

お願いしたいと思います。 

 

それでは，審議事項に入ります。 

議案第３６号「宇都宮市立小中学校の通学区域に関する規則の一部

改正」について説明願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全員了承） 

それでは，議案第３６号を決定します。 

 

次に，議案第３７号「宮っこ，食べっこ，元気っこプラン（宇都 

宮市学校教育食育推進行動計画）の策定について」説明願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

先ほどの教育懇談会で給食室の衛生問題について，温度２５度以下

湿度８０％に保てということだが，空調はなく温水も出ない中では厳

しいといった意見があった。食べることなので，最終的には環境整備

が必要である。 

教育懇談会の中で食事マナーについて，箸の持ち方や配膳などは学

校教育以前の問題であり，家庭に問題があるといった意見がでた。子

どもだけではなく家庭との連携や食育を通した親学も必要である。教

育委員会内の連携も必要である。また，小学校で身に付けたものが解

け始める時期として，中学校に上がってからの指導は大変であるとい

った意見もあった。食事マナーなどは併せて計画に盛り込む必要があ

る。 

まさにそのとおりである。教育委員会でも親・子ども・先生に食育

に関するアンケートを行ってきた。学校・家庭・地域・企業が連携し

【説明要旨】 

 城東地区の住居表示変更に伴い，宇都宮市立小中学校の通学

区域に関する規則を一部改正することについて説明 

【説明要旨】 

 宮っこ，食べっこ，元気っこプラン（宇都宮市学校教育食育

推進行動計画）の概要等について説明 
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教育長 

 

 

 

大場委員 

 

 

 

 

 

石井委員 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

委員長 

 

委員長 

委員長 

 

総務担当主幹 

 

 

 

委員長 

大矢委員 

 

学校教育課長 

 

委員長 

て取り組むことが必要である。局内でも生涯学習課など関係課と連携

を図りながら対応していく。アンケートでは食事マナーや家庭での食

育の問題などの声があった。最終的には家庭・地域との連携による食

育が大きな課題である。その中で，実際にはいろいろな形で実施して

いるが，その体系付けを整理したものがこの行動計画である。親学出

前講座の中での食育や，学校での食育，それに関する家庭への通知な

ど，今後も連携を図って取り組んでいきたい。 

先生が学校教育以前の問題だという気持ちはわかるが，だからとい

って放置していいものではない。学校はやはり家庭と連携して対応す

る必要がある。当面はいろいろな形で学校や親学でも実施していく必

要がある。 

お弁当の日についても意見があった。家庭が真剣に取り組まないと

できないものである。しかし，現在はそれができない家庭がたくさん

ある。そこで，先生が工夫して，いきなりお弁当ではなく給食ででた

ものをお弁当箱に詰めさせるなど，まずは食に関心を持たせる取組を

実践しているのは素晴らしい。家庭に期待するばかりではなく先生方

にもがんばってもらいたい。 

食事マナーの指導は大切である。低学年だと自然に身に付くもので

ある。それは大事なことなので。先生方にもがんばってもらいたい。

栃木県少年の主張県大会で食についての発表があったが，非常に興

味深いものだった。年間に捨てられる食べものは２００万トンであ

り，お金に換算すると１１兆円にものぼる。また，コンビニだけでも

賞味期限切れで捨てられる食べものもものすごい量であり，非常にも

ったいない。食については環境問題を考えるいい素材でもある。 

このとおり決定してよろしいか。（全員了承） 

それでは，議案第３７号を決定します。 

 

次に，報告事項に入ります。 

報告第５７号「平成２１年９月議会一般質問の概要について」説明

願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

モンスターペアレンツが増加傾向にあるとのことだが，どの程度の

数字なのか。 

正確な数は把握していないが，教育委員会や学校に寄せられる苦情

の件数は増加傾向にある。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

【説明要旨】 

平成２１年９月議会一般質問の概要について説明 
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委員長 
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教育企画課長 
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委員長 

委員長 

 

 それでは，報告第５７号を承認します。 

 

次に，報告第５８号「新型インフルエンザに対する学校等の対応状

況について」説明願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

基本的には，季節性インフルエンザに殉ずるかたちで，修学旅行や

授業などは極力実施していくのが前提であり，学校閉鎖や学級閉鎖な

どは極力しない方向である。 

公表については新聞等でも取り上げあれているが，公表しないこと

については。 

教育委員会としては，まずは児童を第一に考えて取り組んでいきた

いと考えている。公表の有無に関わらず，差がないように対応してい

きたい。また，公立の小中学校名を公表しただけで，蔓延防止につな

がるとは考えにくい。蔓延状況によりすべての施設等を知らせる必要

があれば対応していく。季節性のインフルエンザについても，これま

では公表していたが，今後は今回の措置に併せて学校名の公表の必要

はないと考えている。 

学校関係者，地域には全て周知している。どこの学校かということ

はあまり問題ではないと考える。その地域を閉鎖となれば広く周知す

る必要はあると思うが，学校名だけ公表され，いろいろな問合せがあ

っても意味がない。報道機関には不評だが･･･。 

公表することで，その学校とは練習試合をやらないなどの風評被害

にもつながる。 

今までインフルエンザは冬季のものであった。環境が変わってきて

いる。新型インフルエンザも１年を通しての警戒が必要である。消毒

等事前の対応が重要である。 

本日，喘息をもった小学生が亡くなったというニュースがあった

が，子どもの状況は把握しているのか。 

今回，基礎疾患を持っている人が重症化している傾向があるが，各

学校では毎年の健康診断や保護者との面談のなかで，基礎疾患を持っ

ている子どもについてはしっかりと把握している。マニュアルでも示

してあるが，インフルエンザの症状が出た場合は，基礎疾患を持つ子

どもに対しては，主治医と連携して対応するようにしている。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

 それでは，報告第５８号を承認します。 

 

【説明要旨】 

夏季休業後の各小中学校における対応や公表の考え方等につ

いて説明 
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委員長 
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委員長 
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委員長 

次に，報告第５９号「小規模特認校（城山西小学校・清原北小学校）

について」説明願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

両校の取組は非常に素晴らしい。大変な成果である。今まで抽選は

あったのか。 

今までは抽選はなかった。小規模特認校制度が導入されてから５年

間は複式学級を解消するために，より多くの児童を募集するため定員

を２５名としていたが，全学年では１５０名となってしまう。施設的

な限界があるので，今回定員を２０名程度とした。 

全国的に見てどうなのか。視察などはあるのか。 

視察も多い状況である。引越してくる人もいる。全国的にみてもこ

のような成功例は類をみない。小規模特認校制度で学区外からの受入

例はあるが，このような地域と一体となった盛り上がりはない。 

学区外からの通学についてはどの程度の距離があるのか。 

比較的近い学区からの入学が多いが，県外から引越してきて入学す

るケースもある。 

情報はどこから得ているのか。 

初年度は，近隣幼稚園などにパンフレットを配るなど地道な努力に

より周知をしてきたが，その後はテレビでも取り上げられ，ホームペ

ージや広報紙などでも積極的にＰＲ活動を行っている。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

 それでは，報告第５９号を承認します。 

 

次に，報告第６０号「学校応援基金について」説明願います。 

 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

いろいろな方法で集めることは必要である。 

すでに事業プランが確立している協議会もあれば，そうでない協議

会もあるため，地域と学校で差がでる可能性がある。校長会からはど

のような意見があったか。 

肯定的な意見が多かった。また，議会でも答弁している。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

【説明要旨】 

学校を特定した現金による寄附の受入れや，その寄付金を学

校の教育活動などに有効に活用するための新たな仕組みである

学校応援基金について説明 

【説明要旨】 

小規模特認校制度を適用してきた両校の今後の対応等につい

て説明 
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委員長 
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委員長 

委員長 

 

委員長 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

委員長 

委員長 
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委員長 

委員長 

 

教育企画課長 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

委員長 

委員長 

委員長 

 

委員長 

 

文化課長 

 

 

 

 それでは，報告第６０号を承認します。 

 

次に，報告第６１号「第４回食育フェアについて」説明願います。

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

是非より多くの方に来場していただきたい。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

 それでは，報告第６１号を承認します。 

 

次に，報告第６２号「日独スポーツ少年団交流事業について」説明

願います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

空手・柔道・剣道はそれぞれ体験したのか。 

それぞれの指導者が指導を行い，実際に防具をつけて行った。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

 それでは，報告第６２号を承認します。 

 

次に，報告第６３号「横川スポーツクラブの設立について」説明願

います。 

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。（特になし） 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

 それでは，報告第６３号を承認します。 

 

その他の案件については資料提供のみとなりますが， 

その他（３）「第９回宇都宮エスペール賞について」説明願います。

 

 

 

 

【説明要旨】 

第９回宇都宮エスペール賞の概要等について説明 

【説明要旨】 

平成２１年８月９日に合併後初となる「横川スポーツクラブ」

が設立されたため，その概要等について説明 

【説明要旨】 

日本スポーツ少年団とドイツスポーツユーゲントの交流事業

の概要等について説明 

【説明要旨】 

平成２１年１０月４日開催の第４回食育フェアの概要等につ

いて説明 
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説明が終わりましたが，ご意見等はございますか。 

これからも活躍する方が増えてくることを期待する。 

 

以上で公開できる案件の審議を終了いたします。 

報告第５６号については，意思形成過程のもの及び個人情報に関す

る内容のものが含まれるため，非公開といたします。 

 

傍聴者の方は，御退席をお願いいたします。（傍聴者 退席） 

 

・・・（非公開の審議の開始）・・・ 

・・・（非公開の審議の終了）・・・ 

 

 次に，委員の皆様からご意見などあればお願いします。（特になし）

ほかにないようですので，事務局から何かございますか。 

 

〔次回教育委員会の開催について〕 

 １０月 １日（木）午後１時００分 臨時会 

          午後１時３０分 教育施設視察 

               場所：ブレックスアリーナ宇都宮 

                  陽光宮っ子ステーション 

 １０月２３日（金）午前９時４５分 教育施設視察 

          午後１時３０分 定例会   

               場所：冒険活動センター 

 ほかにありますか。 

 以上をもちまして，本日の委員会を閉会といたします。 

終了時刻   午後６時２３分 

 


